
保
険
料
額
の
内
容

①
保
険
料
は
、平
成
１５
年
度
〜
１７

年
度
は
同
じ
額
で
す

②
本
人
の
所
得
段
階
に
応
じ
て
、

５
段
階
設
定
に
な
っ
て
い
ま
す

③
基
準
額
は
第
３
段
階
で
す

④
所
得
段
階
は
前
年
１
年
間
の
所

得
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
ま
す

⑤
世
帯
状
況
は
該
当
年
度
の
４
月

１
日
現
在
の
状
況
で
す

保
険
料
額
は
、平
成
１２
年
度
〜

１４
年
度
の
利
用
実
績
、要
介
護
認

定
者
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
、今

後
の
高
齢
者
人
口
や
要
介
護
認
定

者
の
上
昇
率
な
ど
か
ら
利
用
量
を

見
込
み
、必
要
な
費
用
を
算
出
し

ま
し
た
。平
成
１４
年
度
ま
で
の
保

険
料
に
比
べ
、保
険
料
の
基
準
と

な
る
第
３
段
階
で
、年
額
２
千
３

０
０
円
増（
３
万
３
千
１
０
０
円

↓
３
万
５
千
４
０
０
円
）と
な
り

ま
す（
上
表
参
照
）。

こ
の
額
は
、今
後
、高
齢
者
人
口

が
確
実
に
増
加
し
て
介
護
サ
ー
ビ

ス
を
利
用
す
る
方
が
増
え
る
と
予

想
さ
れ
る
な
か
で
、在
宅
と
施
設

サ
ー
ビ
ス
量
を
確
保
し
、提
供
す

る
た
め
に
必
要
な
額
で
す
。こ
れ

ま
で
に
比
べ
る
と
金
額
が
上
が
り

ま
す
が
、ご
理
解
く
だ
さ
い
。

保
険
料
の
納
め
方

７
月
上
旬
、年
度
ご
と
に
、市
か

ら
第
１
号
被
保
険
者
の
方
に
通
知

書
を
郵
送
し
ま
す
。特
別
徴
収
か

普
通
徴
収
の
そ
れ
ぞ
れ
の
方
法
で

納
め
て
く
だ
さ
い
。

�
特
別
徴
収
…
老
齢
・
退
職
年
金
給

付
の
額
が
年
額
１８
万
円
以
上
の
方

は
、年
金
の
定
期
支
払
い（
年
６
回
、

偶
数
月
）の
際
に
、保
険
料
が
あ
ら

か
じ
め
差
し
引
か
れ
ま
す
。

�
普
通
徴
収
…
老
齢
・
退
職
年
金
給

付
の
額
が
年
額
１８
万
円
未
満
の
方

と
、年
金
を
受
給
さ
れ
て
い
な
い

方
は
、市
か
ら
郵
送
さ
れ
る
納
入

通
知
書
か
口
座
振
替（
７
月
〜
翌

年
２
月
）で
納
め
て
く
だ
さ
い
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

な
お
、国
の
介
護
報
酬
の
見
直

し
は
、平
均
で
、在
宅
サ
ー
ビ
ス
が

０
・
１
％
増
、施
設
サ
ー
ビ
ス
が
４
・

０
％
減
、全
体
で
は
２
・
３
％
の
減

と
な
り
ま
し
た
。サ
ー
ビ
ス
の
種

類
に
よ
っ
て
は
、利
用
料
が
変
わ

る
も
の
が
あ
る
た
め
、担
当
の
ケ

ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

平成１５年度～１７年度の介護保険料が決まりました

第１号被保険者の介護保険料の基準月額は２，９５５円

介
護
保
険
料
の
試
算
値
と
そ
の
算
出
方
法
は
、広
報
さ

や
ま
２
月
１０
日
号
で
お
知
ら
せ
し
ま
し
た
が
、２
月
２４
日
、

厚
生
労
働
省
か
ら
介
護
報
酬
改
定
の
内
容
が
示
さ
れ
ま
し

た
。そ
れ
を
加
味
し
て
保
険
料
額
を
算
出
し
た
結
果
、第
１

号
被
保
険
者（
６５
歳
以
上
の
方
）の
基
準
月
額
は
、試
算
値

よ
り
２１
円
低
い
２
千
９
５
５
円
に
な
り
ま
し
た
。

平成１５年度～１７年度所得段階別保険料
年額の１００円未満は切り捨て。（ ）内は月額

※平成１５年度～１７年度の第４段階と第５段階の区分額は、２５０万円から２００万円になります

前保険料との差・年額

１，２００円増（９５円増）

１，７００円増（１４３円増）

２，３００円増（１９１円増）

２，９００円増（２３８円増）

３，４００円増（２８６円増）

平成１５～１７年度の年額

１７，７００円（１，４７７円）

２６，５００円（２，２１６円）

３５，４００円（２，９５５円）

４４，３００円（３，６９３円）

５３，１００円（４，４３２円）

対 象 者

▲

老齢福祉年金の受給者で、
本人と世帯全員が住民税非課税▲

生活保護の受給者

本人と世帯全員が
住民税非課税

本人が住民税非課税で、世帯
内に住民税課税の方がいる

本人が住民税課税で、合計
所得金額が２００万円未満

本人が住民税課税で、合計
所得金額が２００万円以上

段 階

第１段階
（基準額×０．５）

第２段階
（基準額×０．７５）

第３段階
（基準額）

第４段階
（基準額×１．２５）

第５段階
（基準額×１．５）

●
問
い
合
わ
せ
介
護
保
険
課
へ

内
線
１
５
５
２
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「
支
援
費
制
度
」の
支
援
費
の
支
給
申
請
は
お
済
み
で
す
か

こ
れ
ま
で
の

障
害
者
福
祉
サ
ー
ビ
ス

と
の
違
い

今
ま
で
は
、市
が
指
定
事
業
者
・

施
設
と
委
託
契
約
を
結
び
、利
用
者

は
そ
の
事
業
者
・
施
設
で
サ
ー
ビ

ス
を
受
け
る
方
法
で
し
た
。そ
の

際
、費
用
は
利
用
者
負
担
金
が
発

生
す
る
方
の
み
、サ
ー
ビ
ス
利
用

後
に
市
に
振
り
込
ん
で
い
た
だ
い

て
い
ま
し
た
。

４
月
か
ら
は
、サ
ー
ビ
ス
の
利

用
方
法
が
変
わ
り
ま
す
。

�

ま
ず
、障
害
者
福
祉
サ
ー
ビ
ス

を
利
用
す
る
場
合
は
、利
用
者
か

ら
市
に
支
援
費
の
支
給
申
請
を
し

�

て
い
た
だ
き
ま
す
。支
給
が
決
ま

り
、利
用
者
に
負
担
し
て
い
た
だ

く「
利
用
者
負
担
額
」な
ど
が
確
定

す
る
と
、市
か
ら
受
給
者
証
を
発

行
し
ま
す
。（
そ
の
際
、市
で
は
、指

定
事
業
者
・
施
設
に
関
す
る
ア
ド

あ
っ
せ
ん

バ
イ
ス
や
斡
旋
を
す
る
こ
と
も
で

�

き
ま
す
。）支
給
決
定
後
に
、利
用

者
は
受
給
者
証
を
提
示
し
て
指
定

事
業
者
・
施
設
と
の
個
人
契
約
を

�
・
�

結
び
ま
す
。そ
の
契
約
に
基
づ
い

て
利
用
者
は
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
、

指
定
事
業
者
・
施
設
に
直
接
、利
用

�
・
�

者
負
担
額
を
支
払
い
ま
す
。そ
し

て
、指
定
事
業
者
・
施
設
は
、利
用

者
負
担
額
以
外
に
サ
ー
ビ
ス
に
か

か
っ
た
費
用
を
市
に
対
し
て
請
求

し
、市
で
は
、審
査
後
に
そ
の
費
用

を
支
払
い
ま
す
。

こ
の
、市
が
指
定
事
業
者
・
施
設

に
支
払
う
費
用
を「
支
援
費
」と
言

い
ま
す（
下
図
参
照
）。

対
象
と
な
る

障
害
者
福
祉
サ
ー
ビ
ス

居
宅
サ
ー
ビ
ス（
居
宅
生
活
支
援

費
）▼
居
宅
介
護（
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ

サ
ー
ビ
ス
）▼
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
▼

短
期
入
所（
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
）▼

地
域
生
活
援
助（
グ
ル
ー
プ
ホ
ー

ム
）

施
設
サ
ー
ビ
ス（
施
設
訓
練
等
支

援
費
）▼
更
生
施
設
▼
療
護
施
設

▼
授
産
施
設（
小
規
模
通
所
授
産

施
設
を
除
く
）▼
通
勤
寮
▼
心
身

障
害
者
福
祉
協
会
が
設
置
す
る
福

祉
施
設申

請
方
法

認
め
印
と
、所
得
税
と
市
民
税

の
課
税
状
況
・
収
入
が
証
明
で
き

る
書
類
を
持
っ
て
市
役
所
１
階
障

害
者
福
祉
課
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

４
月
１
日
か
ら
、こ
れ
ま
で
行
政
が
サ
ー
ビ
ス
を
決
定
す
る「
措
置
制
度
」を
と

っ
て
き
た
障
害
者
福
祉
サ
ー
ビ
ス
が
変
わ
り
ま
す
。利
用
者
は
、市
か
ら
の
支
援
費

の
支
給
決
定
を
受
け
、県
知
事
か
ら
指
定
を
受
け
た
指
定
事
業
者
・
施
設
と
の
個
人

契
約
で
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る「
支
援
費
制
度
」に
移
行
し
ま
す
。こ
の
制
度
を
利
用

す
る
た
め
の
支
援
費
の
支
給
申
請
を
現
在
受
け
付
け
て
い
ま
す
。サ
ー
ビ
ス
を
利

用
す
る
た
め
に
必
要
な
手
続
き
で
す
の
で
、お
早
め
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
障
害
者
福
祉
課
へ
内
線
１
５
９
２

県知事利用者

指定事業者
・施設

市

は利用者の役割、 は行政
と指定事業者・施設の役割、 は利
用者と事業者・施設の役割を表します。

障
害
の
あ
る
方
へ
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス

指
定

�
利
用
者
負
担
額
の
支
払
い

�
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

�
契
約

�支援費の請求

�支援費の支払い
（代理受領）

�
支
給
決
定

�
支
援
費
の
支
給
申
請
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